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３．頂いたご意見とご提案の概要 
 

３-１.ご意見の概要 
 

（１）社会経済 
社会情勢、経済情勢、財政状況等の変化を踏まえた検討を求めるご意見がありました。また、

外環の整備やインターチェンジの設置に関する採算性や、外環の東名以南の区間が同時に整備

されないことで無駄な投資が生じることの懸念が示されました。 

 

（２）交通 
外環整備及びインターチェンジの設置により地域の利便性の向上が期待される一方、インタ

ーチェンジを設置してもインターチェンジは利用されないのではないかとのご意見がありまし

た。渋滞の緩和については、外環整備による渋滞緩和の期待・懸念や、中央環状線、圏央道が

整備されることで外環整備の効果が小さくなることが心配されています。インターチェンジを

設置した場合のインターチェンジ周辺への交通集中、道路整備、東名東京インターチェンジ周

辺の渋滞などの懸念が示されました。 

将来交通量については、算出の根拠や結果の妥当性、誘発交通による影響に対する懸念が示

されました。また検討の過程も示すべきとのご意見がありました。その他、インターチェンジ

の設置の検討は長期的、広域的な視点が重要であることや、既存の道路の改善が大事であると

指摘されました。 

 

（３）環境 
外環整備にともなう広域的な環境改善効果が期待される一方で、大気質、騒音、振動、低周

波音、水循環、地盤沈下、動物・植物・生態系、景観、地形及び地質、緑の量、史跡・文化財、

日照阻害、電波障害等の地域への具体的な環境への影響や、ヒートアイランドの影響への懸念

が示されました。また、影響の予測結果の妥当性等についても懸念が示されました。 

 

（４）まちづくり 
外環整備にともないジャンクションやインターチェンジ周辺で地域分断が生じることで、生

活への影響、コミュニティへの影響、交通の便、学区域、通学路、駅などの主要な施設とのア

クセス等への影響が懸念されています。また地上部の有効活用が望まれる一方、環境施設帯や

連結路併設道路の利用方法に対しての懸念が示されています。その他、外環を他の用途でも活

用できるようにすべき、沿線地域にとってメリットがあることが大事であるとの指摘や、イン

ターチェンジ周辺の土地利用の変化や農業への影響などの懸念が示されました。 

 

（５）安全・安心 
外環整備による首都高や環状八号線等の事故削減効果が期待されている一方で、大深度地下

方式で外環が整備された場合のトンネル内の走行安全性を確保することが重要との指摘があり



 

5 
 

ました。またインターチェンジ周辺での交通事故の増加や、地震などの災害、地下トンネル内

での交通事故、火災発生時の対応や地上部への影響などが懸念されています。その他、ジャン

クションやインターチェンジ周辺での治安の悪化に懸念が示されました。 

 

（６）工事 
工事中にジャンクションやインターチェンジ周辺に工事車両が集中することで、渋滞、粉じ

ん、騒音、振動、地下水などの環境への影響、道路の安全性が低下すること等が懸念されてい

ます。さらに、工事現場における安全管理等に懸念が示されました。 

 

（７）用地・補償 
自分の土地が計画区域内に入るかどうかがわからないことによる将来の生活設計の不安や、

できるだけ移転が生じないようにしてほしい等のご意見がありました。また、補償や移転の具

体的な内容がわからないため心配であるとのご意見がありました。その他、大深度地下区間の

上部の土地であること、生活環境が悪化すること、イメージが悪くなること等による資産価値

の低下が懸念されています。 

 

（８）進め方 
検討の進め方として、検討が長引くことによる税金の無駄遣いが懸念されています。 

情報の提供については、外環の必要性や現ルートの妥当性を明確にすべきとのご指摘があり

ました。また、情報を十分に、なるべく早く、分かりやすく提供することなどが望まれていま

す。そのほか、地域 PI の開催案内の方法についてのご指摘や、東名以南の計画に関する情報の

提供が望まれています。 

意見の把握については、地元住民の意見を把握することが重要とのご指摘や、今後も引き続

き意見を聴くことが求められました。 

意見の公表、反映については、住民を代表する自治体の意見が反映されることが求められて

いるとともに、利害関係が異なる住民の意見の取り扱い、行政が一方的に決定してしまうこと、

オリンピックなど他の計画と関連づけて事業を進めることに対する懸念が示されました。 

さらに、スケジュールの見通しがわからないこと、用地買収が長期にわたってしまうことの

懸念が示されました。 

 

（９）その他 
大深度地下利用の実績が少ないことで、施工時、運用時に問題が発生するのではないかと懸

念や心の問題など数値では表せない影響に対する懸念がありました。 
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３-２.ご提案の概要 
 

（１）外環の整備 
外環の整備に関して、外環は必要、外環を整備すべきだとの提案や、外環は不要ではないか、

外環は中止すべきだ、中央環状や圏央道が整備されるまで外環は凍結するべきではないか、外

環整備以外の方法で交通問題に対応するべきではないか等の提案がありました。 

 

（２）外環本線の構造 
外環本線の構造について、大深度地下を活用するべきだ、大深度地下方式を見直すべきでは

ないか、地上に整備するべきだ、高架で整備するべきだ等の提案がありました。 

 

（３）ルート・ジャンクションの位置 
ルート及びジャンクションの位置について、ルートを変更するべきだ、ルートを再検討する

べきではないか、ジャンクションの位置を変更するべきではないか等の提案がありました。 

 

（４）ジャンクションの構造 
ジャンクションの構造について、ジャンクションを地下化してはどうか、ジャンクションの

ランプ部の高さを下げてはどうか等の提案がありました。 

 

（５）インターチェンジ 
インターチェンジについて、インターチェンジを設置するべきだという提案や、インターチ

ェンジは不要ではないか、ハーフインターにすべきではないか、インターチェンジの設置以外

の方法で交通問題に対処すべきではないか等の提案がありました。インターチェンジの構造に

ついて、インターチェンジを地下化できないか、ジャンクションと一体的に整備できるインタ

ーチェンジのみ設置してはどうか、インターチェンジの出入口を増設してはどうか、東八道路

インターチェンジと中央道とのランプは造らないではどうか等の提案がありました。 

 

（６）環境施設帯 
環境施設帯の幅に関して、環境施設帯の幅を広げられないか、環境施設帯の幅を縮小できな

いか、環境施設帯を設置する延長を長くできないかとの提案がありました。また、環境施設帯

の利用方法について、歩道や生活道路を整備すべきではないかとの提案のほか、バスルートや

公園、緑地、憩いの場、休憩所（SA）の設置等の提案がありました。 

 

（７）換気所 
換気所の位置に関して、位置を変更できないか、換気所を分散して設置できないかとの提案

がありました。また、換気所の施設について、十分な高さを確保すべきではないか、換気所は

目立たないようにすべきではないか等の提案がありました。その他、換気所の設備について、

換気所には脱硝装置、集じん装置等の浄化装置を設置できないか等の提案がありました。 
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（８）料金所 
料金所を地下化できないか等の提案がありました。 

 

（９）東名以南 
東名以南について、早期に事業化できないか、関越道～東名高速間と同時に整備すべきでは

ないか、関越～東名間と並行して検討すべきではないか等の提案がありました。 

 

（10）外環の道路以外での活用方法 
外環を道路以外で活用する方法として、外環を遊水池として利用できないか、外環の中に電

気等のインフラを併設してはどうか等の提案がありました。 

 

（11）事故及び災害対策 
事故及び災害対策に関して、避難路を設置すべきではないか、最新の技術を積極的に活用し

てはどうか、十分な強度を確保すべき、消火対策をすべきではないか等の提案がありました。 

 

（12）環境対策等 
大気質への影響に対する対策として、ジャンクションやインターチェンジをシェルターで覆

ってはどうか、バッファを確保すべきではないか等の提案がありました。 

騒音への対策として、騒音を抑える舗装を取り入れてはどうか、防音設備を設置すべきでは

ないかとの提案や、振動への対策として、大深度地下区間における地盤の強度や杭への影響に

配慮すべきではないか等の提案がありました。 

地下水への対策として、通水部を増やしてはどうか、神明の森みつ池を地中拡幅部から回避

できないか、トンネル内の排水を池に環流できないか、湧水を保全すべきではないか、水源を

復活できないか等の提案がありました。 

動物、植物等への影響に対する対策として、生物が移り住む環境を整備してはどうか等の提

案がありました。 

そのほか、照明や防音壁等の色への配慮、緑の保存、ケヤキの保存、街路樹等の植栽による

緑化、公園整備等の提案がありました。 

また、工事の環境影響評価の実施や、工事による影響の対策実施等の提案がありました。 

さらに、環境影響評価に関しては、第三者機関が客観的に検証すべきではないか、地域住民

が環境影響評価をチェックすべきではないかとの提案がありました。また、東名高速への環境

対策を実施すべきという提案がありました。 

 

（13）道路交通対策 
インターチェンジ周辺地域への交通集中に対する対策として、インターチェンジ周辺道路を

整備すべきではないか、歩道を整備すべきではないか、既存のインターチェンジを改良しては

どうか、通り抜け自動車が入り込まないようにならないか等の提案がありました。 
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（14）まちづくり 
地域分断対策として、代替機能や通学路の確保、駅等とのアクセスの確保、工事中の仮橋架

設、行政区の見直し等の提案がありました。 

地上部の街路について、地上部街路を整備すべきではないか、地上部には歩道や緑地を整備

できないか、地上部街路は不要ではないか等の提案がありました。 

その他、まちづくりに関する提案がありました。 

 

（15）用地・補償 
用地買収や補償について、地下構造になっても土地の買い上げをしてもらえないか、移転が

必要な地権者に十分に補償すべきでないか、土地購入時の金額を補償できないか、建ぺい率・

容積率の緩和や税の軽減措置をとれないか、計画区域外にも補償すべきではないか、環境への

影響や精神的な影響も含めて補償すべきでないか、集団移転ができるようにならないか、代替

地を確保し斡旋してもらえないか、代替用の農地を取得できないか等の提案がありました。 

 

（16）情報提供 
情報提供に関しては、高さや方位を明示できないか、グラフィック・映像・模型等を活用す

る等、わかりやすく説明してもらえないか、計画内容に関して詳細に提示すべきではないか、

議論に必要なデータ等の情報を提示してもらえないか、事例を紹介してもらえないか、スケジ

ュールを提示すべきではないか等の提案がありました。 

 

（17）意見把握 
意見把握に関しては、住民と十分に協議すべきではないか、学校やＰＴＡ等からの意見を把

握すべきではないか、「意見を聴く会」や「オープンハウス」を継続的に開催すべきではないか、

アンケートを実施できないか、「意見を聴く会」や「オープンハウス」の開催方法を工夫しても

らえないか等の提案がありました。 
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３-３. 場所別の具体的なご意見とご提案 
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